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4月1日から「結核予防法」が改正されます。4月1日から「結核予防法」が改正されます。

今
回
の
法
律
改
正
は
、
５０
年
ぶ
り
の
大
改
正
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
結
核
は
今
、
高
齢
者
や
大
都
市
な
ど

に
偏
在
化
し
て
お
り
、
個
別
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
難
し
い
問
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。
健
診
（
胸

部
Ｘ
線
検
査
）や
Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種
の
見
直
し
は
、
発

病
を
す
る
と
重
症
化
し
や
す
い
乳
幼
児
や
、
ハ
イ
リ

ス
ク
者
へ
の
対
応
を
強
化
す
る
た
め
の
方
策
で
す
。

ま
た
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
予
防
接
種
は
４
月
以
降
、
生
後
６

カ
月
以
降
の
乳
児
に
つ
い
て
は
、
公
費
に
よ
る
接
種

対
象
に
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
お
住

ま
い
の
市
町
村
予
防
接
種
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

昭
和
２６
年
と
平
成
１５
年
の
結
核
の
状
況
を
比
較
す
る

と
、
新
し
く
結
核
に
な
る
人
は
約
５９
万
か
ら
約
３
万
と

１９
分
の
１
に
、
亡
く
な
る
人
も
９
・
３
万
か
ら
０
・
２３

万
と
４０
分
の
１
に
劇
的
に
改
善
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
５０
年
代
頃
よ
り
、
そ
れ
ま
で
順
調
で

あ
っ
た
改
善
の
速
度
が
鈍
く
な
り
は
じ
め
、
平
成
９
年

に
は
結
核
は
増
加
し
、
１０
、
１１
年
と
連
続
し
て
悪
化
し

ま
し
た
。
平
成
１２
年
か
ら
は
改
善
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

横
這
い
状
態
と
言
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
成
１２
年
度
に
実
施
し
た
全
国
調
査
結
果

か
ら
も
、
人
口
の
高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
昔
は
若
者

に
多
か
っ
た
結
核
が
現
在
で
は
高
齢
者
や
ハ
イ
リ
ス
ク

者
に
多
く
な
り
、
治
療
が
十
分
で
き
な
く
て
結
核
に
な

る
率
が
非
常
に
高
い
地
域
が
偏
在
し
、
薬
の
効
か
な
い

結
核
菌
が
出
現
し
た
り
等
々
、
新
た
な
問
題
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、

根
本
か
ら
解
決
し
て
い
か
な
い
と
結
核
は
現
在
、
さ
ら

に
将
来
的
に
深
刻
な
状
況
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
５０
年
前
と
現
在
の
結
核
と
結
核
対
策
の
状

況
を
十
分
に
分
析
し
、
現
在
の
状
況
に
合
っ
た
対
策
を

行
う
た
め
に
、
最
近
の
予
防
・
医
療
に
関
す
る
知
見
も

生
か
し
、
昭
和
２６
年
以
来
約
５０
年
ぶ
り
に
「
結
核
予
防

法
」
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

財
団
法
人
ち
ば
県
民
予
防
財
団

常
務
理
事
・
診
療
部
総
括
診
療
部
長

鈴
木

公
典

「
結
核
予
防
法
」
改
正
の
背
景
に
つ
い
て

BCG予防接種

改　正　後

改　　　正　　　後

［ 現　行 ］

4歳までの者のうちツベ

ルクリン反応が陰性であ

った者に対して実施

早
期
接
種
の
重
要
性
に
よ
り
、

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査（
ツ
反
）

を
廃
止
（
平
成
１６
年
６
月
告
示

の
法
改
正
で
決
定
）。
生
後
６
カ

月
ま
で
に
、
ツ
反
を
省
略
し
た
ワ

ク
チ
ン
の
直
接
接
種

※社会福祉施設：
救護施設、養護老人ホーム、特別養護

老人ホーム、軽費老人ホーム、身体障

害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、

身体障害者授産施設、知的障害者更生

施設、知的障害者授産施設、知的障害

者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、婦

人保護施設

結 核 定 期 健 康 診 断

［ 現　行 ］

�16歳に達する日の属する年度

�前記で治癒を指摘された者は、

17歳に達する日の属する年度

18歳に達する日の属する年度

�19歳に達する日の属する年度以降毎年度

６５
歳
以
上
毎
年
度

（
市
町
村
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
者
以
外
）

毎
年
度

学
校
、病
院
、診
療
所
、

助
産
所
、老
健
施
設
、

社
会
福
祉
施
設
※

の

従
事
者

市
町
村
の
住
民

刑
務
所
の
入
所
者

社
会
福
祉
施
設
※

の

入
所
者

高
校
以
上
の
学
生

２０
歳
以
上
毎
年
度

６５
歳
以
上
毎
年
度

入
学
時

市
町
村
が
地
域
の
実

情
に
て
定
め
る
者

市
町
村
が
定
め
る
時
期




